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はしがき 
 

 3 年次に競争政策パートで三田論を執筆して以来、卒論は競争政策に関連するテー

マを選びたい、と漠然と考えていた。三田論では政策的な分析をおこなうまで分析を

進めることができなかったためである。競争政策に関連するテーマとして思いつくも

のはいくつかあるが、その中でも公共入札市場を選んだのは、幼少の頃、市場での「せ

り」を見学したことが１つの理由である。青果のせり売りであったが、何十人もの大

人が奇妙なハンドサインをしながら大声で数字を叫んでいて、なんて不思議な空間な

のだろうと幼心に感じたことをよく覚えている。経済学部に入り、ミクロ経済学を勉

強して、「せり」がオークションの一種であることを学んだ。経済学で説明されるもの

の中には実態を想像しづらいものも多いが、幼少の頃見た記憶からか、オークション

理論は自分の中で見たことのある枠組みとして比較的親しみやすいものであったよ

うに思う。そのような理由から、オークション理論を土台とした公共入札の分析を、

卒論のテーマとして選ぶこととした。 

 また、本論文では、沖縄県那覇市における公共入札制度について、非競争性・非

対称性という観点から分析をおこなっている。那覇市を選択したのは、離島である

分県外参入者を考慮する必要性が低いため、より現実に即したモデルによって分析

をおこなうことができるという立地上の利点からであった。本論文が、那覇市に限

らず、日本の公共調達市場全体における社会的厚生の改善に、多少でも寄与できれ

ば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

目次 

 

序章・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

第 1 章 現状分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

1.1 公共調達市場とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

1.2 最低価格落札方式・予定価格制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

1.3 公正取引委員会の入札談合への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

1.4 談合防止対策の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

第 2 章 非競争性についての理論分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

2.1 競争状態の入札についての理論分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

2.2 談合のパターンと最適行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

第 3 章 誘導型モデルによる非競争性についての実証分析・・・・・・・・・・・15 

3.1 談合の検知に関する誘導型モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

3.3 分析に用いるデータおよびモデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

3.4 推定結果および考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 

第 4 章 非対称性についての理論分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 4.1 非対称性についての理論分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 

第５章 構造型モデルによる非対称性についての実証分析・・・・・・・・・・・25 

5.1 構造型モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 5.2 カーネル法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

 5.3 先行研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 5.4 分析に用いるデータおよびモデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

 5.5 推定結果および考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

 

結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 



1 
 

序章 
 

2020 年に迫る東京オリンピックの開催は、スポーツの祭典としてはもちろん、雇用

の創出や開催地のインフラ整備への寄与等、公共事業的な性格を持ち、故にその収益

性、透明性については議論が交わされることも多い。試算によると全体で 19.4 兆円も

の経済効果を見込まれているそうである。 

 この東京オリンピック開催から発生する様々な公共事業の多くは、公共調達市場に

おいて、入札により事業者が決定される。入札は経済学で言う需給取引の相手の決定

するための機能であり、自身にとって好ましい相手を取引の相手とすることができる

素晴らしい仕組みであるとされているが、同時に談合が形成されやすい環境を生む、

入札の方法に入札結果が依存する場合が存在する、といった構造上の欠点を持つ。 

 本論文では、上記のような入札がもつ構造上の欠点が発生するか過程や、一般的に

はオークションメカニズムと呼ばれる入札方式の仕組みが取引の結果に与える影響

を、誘導型モデル、構造型モデルという２つの計量モデルを用いて実証的に明らかに

することを目的とする。 

本論文の構成は以下に述べるようになっている。まず第１章において、近年の国内

入札市場に関する統計データ等を用いた現状分析を行い、続く第２章では非競争性が

入札行動に与える影響についての理論分析を行い、第３章において第２章における結

論を実証的に検証する。第４章では、入札者の非対称性が入札結果に及ぼす影響につ

いて議論し、続く第５章において実証的な分析を行う。最後に、第３章・第５章で行

った２つの実証分析に関して、包括的な結論をのべる。 
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第１章 現状分析 
 

 本章では統計調査等を基に、我が国の公共調達市場に固有な特性や、本論文におい

て分析対象としている入札談合に対する、公正取引委員会の対応・防止対策などにつ

いて分析する。1.1 節で公共調達市場の概要を説明した後、1.2 節において現在我が国

でとられている一般的な入札方式を紹介し、1.3 節では公正取引委員会の摘発談合に

対する処置、1.4 節では公正取引委員会を中心としてとられている談合の防止対策と

いった、公共調達市場を取り巻く現状について述べる。 

 

1.1 公共調達市場とは 

 公共調達市場とは、政府機関や地方政府等公共セクターが購入又はリースによって

行う物品及びサービスの調達を指し、OECD の統計調査によると、公共調達市場の規

模は先進国一般においてその国の GDP の 10~15%程度である。 

 調達契約は一般的に競争入札方式をとり、具体的には一般競争入札（公開入札）、

指名競争入札（選択入札）が挙げられる。一般競争入札が最も広く用いられる方式で、

入札公告を行い、通常、競争に参加するために必要な資格を有する者の入札参加を求

めて、価格等による競争を行い調達機関にとって最も有利な相手方と契約を結ぶ。指

名競争入札は、契約の性質又は目的により一般競争入札に付する必要がない場合等に

おいて、競争に参加するために必要な資格を有する者のうちから調達機関が当該契約

の履行について能力を有すると認める者を指名し、指名された者のみで価格等による

競争を行う方式である。競争入札方式以外にも、調達機関が競争なしに特定の相手と

契約を結ぶ随意契約方式という例外的な方式が存在する。 

 上に述べたように入札に参加するためには資格審査を申請する必要があり、また地

方公共団体が調達機関となるようなケースではローカルルールと呼ばれる独自の規

制等が存在することも多く、これらを要因として一般的に参入障壁の高い市場である

と考えられている。 

 また、一般的に、需要側である調達機関の価格に対する感応度の低さも市場の特性

として挙げられることが多い。参入障壁と併せて、環境的に談合形成がしやすい土壌

であると言える。 
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1.2 最低価格落札方式・予定価格制 

 続いて供給者（ここでは落札者）の決定方式について述べる。シングルオークショ

ン理論における落札者決定方式（プロトコル）は複数存在するが、我が国の公共入札

においては一般に 1 位価格オークションを適用させた最低価格落札方式が用いられて

いる。さらに談合や暗黙の共謀による不当な最低落札価格つり上げを阻止するため、

予定価格制を併用している。まとめると、契約担当者が取引の実例価格、需給の状況、

履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等に基づいてあらかじめ算定した予定価格

を上限として、最低の価格をもって入札した者を自動的に落札者とする方式となる。

なお最低価格が予定価格を上回る場合、（1）入札条件を変更することなく前記入札参

加者と個別に交渉し、予定価格以下の価格を提示した者と契約を結ぶか、または（2） 

条件を見直し入札公告（公示）をやり直すか、のいずれかの方法がとられる。 

 

1.3 公正取引委員会の入札談合への対応 

 公正取引委員会は、入札談合を含む、反競争的企業行動を規制する独占禁止法の運

用を担う機関である。ここでは独占禁止法に基づく公正取引委員会の入札談合に関す

る見解、それに伴う摘発件数等の現状を確認する。 

 独占禁止法によると、入札談合は「不当な取引制限」にあたるとして、第２条に

おいて全面的に禁止されている。「不当な取引制限」とは「事業者が，契約，協定

その他何らの名義をもつてするかを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，

維持し，若しくは引き上げ，又は数量，技術，製品，設備若しくは取引の相手方を

制限する等相互にその事業活動を拘束し，又は遂行することにより，公共の利益に

反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」として定義されて

いる。 

 上記に基づき、公正取引委員会は入札談合に対し、課徴金という罰金を課す。課

徴金の算定率は表1-1に示される通りである。 

 

表1-1 課徴金算定率 

  製造業 中小製造業 小売 卸売 

課徴金算定率 10% 4% 3% 2% 

出所：公正取引委員会ホームページより作成 
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次に、直近8年間の課徴金が適用された入札談合摘発件数を図1-2に示す。 

 

図1-2 入札談合摘発件数 

 
出所：公正取引委員会ホームページより作成 

 

摘発件数は年度によってばらつきが見られることが図1-2よりわかる。公正取引委

員会の談合摘発能力は独占禁止法の改正などを経た現在においても問題視されるこ

とが多く、後述する課徴金減免制等と併せつつ、自力での摘発件数を増加させるこ

とが課題とされている。 

 

1.4 談合防止対策の現状 

 入札談合に対し公正取引委員会がとっている防止策は事前策と事後策に大別され

る。事前策として入札制度の改革や、課徴金減免制度等、事後策としては制裁の強化

があげられる。以下にその詳細を述べる。 

 

1.4.1 入札制度の改革 

一般に、入札改革は国の政府機関よりも地方自治体レベルで進んでいる。自治体の

入札改革で多く採用されているのは、予定価格の事前公表や一般競争入札の範囲拡大、

電子入札の導入である。予定価格事前公表は需要者側である公共団体と供給者側で
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ある入札業者の癒着の阻止を、一般競争入札や電子入札の導入・範囲拡大は参入障壁

を取り払うことをそれぞれ目的としている。表 1-3 に挙げられる事例等、自治体や政

府関係機関等が実施している入札改革では、一定の効果が認められている。 

 

表 1-3 入札制度改革事例 

防衛施設

庁  

2 億円以上の工

事に一般競争入

札を導入。  

平成 16 年度の平均落札率 93.8%に対し、平成 18 年 3 月の入札

結果は 484 件、平均落札率 86.5%となり、130 億円の減額。  

高 速 道 路

各社 

一般競争入札を

導入。  

平成 17 年 4～9 月の平均落札率は 92%、同年 10～12 月の平均

落札率は 87%（落札率が 85%未満の工事は平成 16 年度に約 6%、

平成 17 年 4～9 月 18%、同年 10～12 月 35%）に低下した。  

宮城県  
入札審査緩和  一般競争入札の落札率が、平成 12 年の 95%から平成 14 年の

79.5%にまで低下した。  

長野県  
制限付一般入札

導入  

平均落札率は、平成 13 年の 96.8%から平成 16 年の 72.4%に低

下し、200～300 億円の節減になっている。  

横須賀市  
入札情報公開、電

子入札の実施。 

平均落札率は、平成 9 年度の 95.7%から平成 13 年度の 84.7%

へと低下し、年間 30～40 億円の節減になっている。 

出所：国立国会図書館『ISSUE BRIEF 調査と情報』543 号より作成 

 

入札参加者の拡大に関する実証分析として、Ohashi (2009) では三重県が指名競

争入札から一般競争入札への入札制度改革を行った前後のデータを用いた分析を行

い、制度変更によって落札価格が有意に下落するなど、競争促進効果を認められる

と結論付けている。 

一方、Ishii (2003) においては、2002 年に予定価格公表制を導入した沖縄県那覇市

の導入前後のデータを用い、構造変化に関する実証分析を行っている。Ishii (2003) に

よると、図 1-4 のように、制度導入を境に落札額は予定価格周りにかたまるようにな

っている。実証分析の結果、談合が形成されていることがその原因であると結論付け

られた。Ishii (2003) の事例からもわかるように、予定価格公表制は買い手である国

や自治体と入札者側との癒着を阻止する手立てであると同時に、競争性を阻害する可

能性も持ち合わせていると言える。本論文の第３章においても、予定価格公表制導入

の効果についての実証分析を行うこととする。 
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図 1-4 予定価格に対する落札額の比率 

出所：Ishii (2003)  

 

1.4.2 課徴金減免制度 

 課徴金減免制度とは、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について，その違

反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合，課徴金が減免される制度である。

類似の制度として、米国では 1978 年に、EU では 1996 年にリニエンシー制度が導入

されている。我が国では 1977 年の独占禁止法改正の際に導入されたのち、1991 年、

2009 年に改正が行われ、現在に至る。現行の制度では、公正取引委員会が調査を開始

する前に他の事業者よりも早期に報告すれば，課徴金の減額率が大きくなる仕組みと

なっており，公正取引委員会の調査開始日前と調査開始日以後とで合わせて最大 5 社

（ただし調査開始日以後は最大 3 社）に適用される。直近 7 年の適用件数を図 1-5 に

示している。 
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図 1-5 課徴金減免制度適用件数 

 
 出所：公正取引委員会ホームページより作成 

 

課徴金減免制、リニエンシー制に関する理論分析として、Motta and Polo (2003) 

があげられる。Motta and Polo (2003) は米国リニエンシー制度に関する理論分析を

行っており、当時の現行リニエンシー制の効果は認めつつも、談合摘発後の申告が

効率性を高めるかどうかの分析を行い、結論としては摘発後の申告に対しても減免

を行うべきであるとの政策提言を行っている。国内では三浦 (2003) が Motta and 

Polo (2003) に続く理論分析としてあげられる。理論分析の結果を鑑みても現在の課

徴金減免制度が談合に対して有効な手立てであることは間違いない。国内に限ると

大型のカルテル・談合事件の摘発に特に効果が認められている。 

しかし現行の課徴金減免制には問題点もいくつか存在すると指摘されている。そ

のうち最も疑問視されているのは課徴金算定の硬直化である。現行の課徴金減免制

では、事務処理の迅速化を理由に公正取引委員会に課徴金算定に関する裁量権が認

められていない。しかし課徴金減免制の利用促進という立場から考えると、この非

裁量性がかえって業者の申告インセンティブを低めていると言える。また、裁量権

は減免制においても認められておらず、その結果として親子企業の申請は別個に受

理されてしまうことも問題視されている。これは、親と子で減免制申請を協調して
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行うことで、損失額を減少することができてしまうためである。いずれの問題点

も、公正取引委員会に、慎重な議論のもと、最適な裁量権を与えることが改善策と

なりうる。 
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第２章 非競争性についての理論分析 
 

 本章では、第３章における非競争性についての実証分析のために、土台として必要

な理論分析を行う。この章では、まず 2.1 節において、競争状態の入札についての理

論について述べ、次に 2.2 節では、談合についての理論分析を行う。なおどちらの節

においても公共入札とは異なる最高価格落札制、いわゆる一般的なオークションを分

析対象としているが、オークションメカニズムの対称性から、最終的に得られる定理

は公共入札にも対称的に適用することができる。 

 

2.1 競争状態の入札についての理論分析 

 この節ではまず、今後ベンチマークとして扱うことを目的とし、Maskin and Riley 

(2003) に基づき、競争状態が保証されている入札における理論分析を行う。本節では

以下のような設定を考える。ある一つの財を対象としたオークションで、最も高い非

負の入札額𝑏𝑏を入札した入札者が財を獲得する。最高入札価格が複数存在するときは、

ランダムに落札者が選ばれることとする。𝑛𝑛人の可能性入札者（入札する可能性がある

者）が存在し、彼らの効用は以下であらわされる。 

 𝑈𝑈𝑖𝑖 = �
0               𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑈𝑈𝑖𝑖(𝑏𝑏, 𝑙𝑙𝑖𝑖) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛  (2.1) 

ここで、𝑈𝑈𝑖𝑖は 2 回微分が可能で、
𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

< 0 かつ 
𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑠𝑠𝑖𝑖

> 0を仮定する。ただし、𝑙𝑙𝑖𝑖は入札

者𝑖𝑖にとっての財の真価値（評価値）である。評価値𝑙𝑙𝑖𝑖は値域[𝑙𝑙𝑖𝑖, 𝑙𝑙𝚤𝚤�]の累積密度関数𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)

に、互いに独立して従う確率変数である。ここでは、𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)は 2 回微分が可能で、その

導関数は値域[𝑙𝑙𝑖𝑖 , 𝑙𝑙𝚤𝚤�]上で厳密に正であると仮定する。可能性入札者（入札する可能性が

ある者）𝑖𝑖の勝利確率を𝛱𝛱𝑖𝑖で表す。このとき、可能性入札者の期待効用𝐸𝐸𝑖𝑖は以下であら

わされる。 

 𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝛱𝛱𝑖𝑖𝑈𝑈𝑖𝑖(𝑏𝑏, 𝑙𝑙𝑖𝑖) (2.2) 

以上に加えて、以下の 2 つを仮定する。 

仮定 1.1 可能性入札者𝑖𝑖は、入札額𝑏𝑏を自身の留保価格𝑙𝑙𝑖𝑖以上に設定することはない。

また、留保価格𝑙𝑙𝑖𝑖は非負である。また、𝑖𝑖は純戦略のベイジアンナッシュ均衡に従う。 

仮定 1.2 𝑙𝑙′ < 𝑙𝑙′′であるとき、𝑙𝑙 = 𝑙𝑙′を固定した無差別曲線と、𝑙𝑙 = 𝑙𝑙′′を固定した無差別

曲線が一点で交わる（単一交差性）。 
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以下に示す限界代替率 

 
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝛱𝛱𝐸𝐸�𝑖𝑖

= −
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑖𝑖
𝜕𝜕𝛱𝛱
𝜕𝜕𝐸𝐸𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑏𝑏

= −
1
𝛱𝛱𝑖𝑖

𝑈𝑈𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑏𝑏

  (2.3) 

が、𝑙𝑙𝑖𝑖について減少関数であることが、単一交差性を満たすための十分条件である。図

2-1 は単一交差性を満たしている状態を図示したものである。 

 

図 2-1 単一交差性 

 

 

 

 

 

  

 

出所：Maskin and Riley (2003)より作成 

この 2 つが仮定されているとき、次の３つの定理が成り立つ。 1 

定理 2.1 ベイジアンナッシュ均衡が存在する。さらに、各入札者の均衡入札関数 

は評価値について厳密に単調増加し、かつ連続微分可能である。 

定理 2.2 𝑙𝑙1 > 𝑙𝑙2 ≥ ⋯ ≥ 𝑙𝑙𝑛𝑛であるとき、最低勝利入札額𝑏𝑏∗は以下の 2 つの条件式を満た

す。 

 𝑙𝑙2 ≤ 𝑏𝑏∗ ≤ 𝑙𝑙1 (2.4) 

 

 𝑏𝑏∗ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝜕𝜕

𝛱𝛱𝑖𝑖≠1𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑏𝑏)𝑈𝑈1(𝑏𝑏, 𝑙𝑙1) (2.5) 

 

定理 2.3 均衡は一意的に定まる。 

 

 
                                                   
1 証明はすべて、Maskin and Riley (2003) を参照のこと。 

𝑏𝑏′ 

𝛱𝛱′ 

s = s′の無差別曲線 

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙′′の無差別曲線 

𝑙𝑙′ < 𝑙𝑙′′ 

𝑏𝑏 

𝛱𝛱 
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2.2 談合のパターンと最適行動 

 次に、談合についての理論分析を行う。McAfee and McMillan (1992) によれば、

談合のパターンはまず大きく分けて強い談合（strong type）と弱い談合（weak type）

の 2 つに分類される。強い談合とは、談合内での金銭の授受（サイドペイメント）が

可能なものを指す。対して弱い談合とは、金銭の授受を行えない場合を指す。弱いタ

イプの談合には暗黙の共謀など、頻繁な会合なしでも成立させられるものが存在する

一方で、後に示すように強いタイプの談合は談合内オークションを行う必要性がある

ため、相対的に摘発リスクは高くなる。本節ではまず、2.2.1 項において McAfee and 

McMillan (1992) で分析にあたって用いられている分析の枠組みを紹介し、2.2.2 項

において強いタイプの談合、2.2.3 項において弱いタイプ の談合における談合メンバ

ーの最適行動ついてそれぞれ述べる。最後に 2.2.4 項において、三浦 (2003) をもと

に、談合メカニズムの頑健性についての議論を行うこととする。 

 

2.2.1 分析の枠組み 

 まず、𝑛𝑛人の談合メンバーが談合をもくろむオークション（ここでは区別のため本オ

ークションと呼ぶ）は、単一財の封印入札オークションであり、留保価格𝑎𝑎が設定され

ている。従って全入札者が𝑎𝑎以下の額で入札した場合、オークションは成立しない。𝑎𝑎

は全入札者に公開されているものとする。任意の入札者𝑖𝑖は、自身の評価値𝑣𝑣𝑖𝑖を把握し

ている。𝑖𝑖以外の入札者は、𝑣𝑣𝑖𝑖が累積密度関数𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)に従うことのみを把握しており、𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)

に紐づく密度関数𝑖𝑖i(∙)の値域は[0,𝑣𝑣ℎ]であるとする。この評価値分布𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)は対称的であ

ると仮定し、さらに、すべての𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖について、𝑣𝑣𝑖𝑖と𝑣𝑣𝑗𝑗は無相関、つまり私的価値型オー

クションを仮定する。最後に、一番高い入札額が複数存在した場合、落札者はランダ

ムに決定され、かつ談合メンバーを含む全入札者がこれを把握しているとする。 

 

2.2.2 強いタイプの談合 

 先に述べたように、強いタイプの談合は金銭授受を可能とする。2.2.1.項において設

定した枠組みのもとでは、強いタイプの談合について、以下の定理が成り立つ。 2 

 

定理 2.4 以下のメカニズムが談合形成にとっての最適戦略として選択される。まず本

オークションの前に事前評価値申告（ノックアウトオークション）を行い、そこでも

                                                   
2 証明は McAfee and McMillan (1992) を参照されたい。 



12 
 

っとも低い評価値を申告したものが入札勝利予定者として決定される。ノックアウト

オークションにおいて勝利予定者となった者は本オークションにおいて報告評価値

を入札額として入札し、それ以外の者は談合が露見しないような偽装入札（phantom 

bid）を行う。 

 

さらに、サイドペイメントおよび談合メカニズムの耐戦略性について以下の定理が成

り立つ。 3ただし、𝑣𝑣(1),𝑣𝑣(2)は談合メンバー内で 1 番低い評価値と、2 番目に低い評価

値を表す。 

 

定理 2.5 定理 2.4 において述べたような談合メカニズムが実行されるとき、サイドペ

イメントは以下のように決定される。また、以下のサイドペイメントが保証されるよ

うなメカニズムは耐戦略性を満たす。 

 𝜋𝜋(0) =
𝐸𝐸�𝑣𝑣(2) − 𝑎𝑎�𝑣𝑣(1) − 𝑎𝑎�

𝑛𝑛
 (2.6) 

 定理 2.5 は以下のように証明できる。まず、談合メンバー𝑖𝑖が、評価値を𝑚𝑚と偽装し

たときの期待利潤を𝐸𝐸𝜋𝜋(𝑚𝑚; 𝑐𝑐𝑖𝑖)とおくと、𝐸𝐸𝜋𝜋(𝑚𝑚; 𝑐𝑐𝑖𝑖)は以下のように表せる。 

 𝐸𝐸𝜋𝜋(𝑚𝑚; 𝑐𝑐𝑖𝑖) = �
(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)𝑚𝑚 + 𝑐𝑐̅
𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 1

− 𝑐𝑐𝑖𝑖 −
𝑡𝑡(𝑐𝑐̅ − 𝑚𝑚)
𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 1

��
𝑐𝑐̅ − 𝑚𝑚
𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐

�
𝑘𝑘−1

�
𝑛𝑛�𝑐𝑐̅ − 𝐵𝐵(𝑚𝑚)�

(𝑛𝑛 − 1)�𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐�
�
𝑛𝑛−𝑘𝑘

 (2.7) 

このとき、談合メンバー𝑖𝑖にとっての最適報告値𝑚𝑚∗は、利潤最大化条件
𝜕𝜕𝐸𝐸𝜋𝜋(𝑥𝑥;𝑐𝑐𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝑥𝑥
= 0を満

たす。これに従い、式(2.7)を偏微分し、整理すると、最適報告値𝑚𝑚∗は 

 𝑚𝑚∗ = 𝑐𝑐𝑖𝑖 (2.8) 

となる。つまり、企業𝑖𝑖にとっては、真のコスト𝑐𝑐𝑖𝑖を報告するのが最適となる。以上よ

り、定理 2.5 が成り立つことが証明される。 

 

2.2.3 弱いタイプの談合 

 次に、サイドペイメントが不可能な弱いタイプの談合について述べる。弱いタイプ

                                                   
3 証明は McAfee and McMillan (1992) による。 
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の談合については、以下の定理が成り立つ。 4 

 

定理 2.6 𝐻𝐻(𝑣𝑣) = [1− 𝐹𝐹(𝑣𝑣)]/𝑖𝑖(𝑣𝑣)と定義する。𝐻𝐻′(𝑣𝑣) ≥ 0 のとき、談合メンバーにとって

競争状態で入札を行う、つまり談合を形成せずに入札を行うのが最適な戦略となる。

対して𝐻𝐻′(𝑣𝑣) < 0 のとき、談合メンバーにとっての最適な入札戦略は以下のようにな

る。 

 𝐵𝐵(𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣−𝑖𝑖) = �0   𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖 < 𝑎𝑎
𝑎𝑎   𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖 ≥ 𝑎𝑎 (2.9) 

 定理 2.6 より、弱いタイプの談合においては、談合成立時に、予定価格以下の評価

値を持つ談合メンバーの中でランダムに勝利予定者が決定されることとなる。したが

って弱いタイプの談合、つまりサイドペイメントが行えない状況下では、談合は効率

性を満たすことができない。 

 

2.2.4 談合の安定性 

 最後に、上記の強いタイプのような談合において、談合メンバー全員が真の費用を

報告した後の段階でも、上記の談合メカニズムが頑健性を持ちうるのか、つまり談合

逸脱のインセンティブは発生しないのか、について検討する。この項では新たに三浦 

(2003) を参照するため、前項までとは異なり、公共入札型のメカニズム（最低価格落

札方式）に沿って分析を進めることに留意されたい。すなわち本項における評価値と

は、業者等の入札者が、事業権を落札した際、事業施工にかかる全体的なコスト（以

降入札コストと称する）を指すと解釈されたい。今、事前のノックアウトオークショ

ンにおいて、報告評価値𝑐𝑐𝑘𝑘（ただし𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑛𝑛は、談合メンバーをあらわす添え字で

ある）が真であったことを前提とし、談合メンバー内の入札者𝑖𝑖が勝利入札予定者とな

ったとする。また、入札者𝑗𝑗 を𝑖𝑖以外の任意の談合メンバーとする。このとき、まず、

談合メンバー𝑗𝑗が談合メカニズムに従い、虚偽に高い入札額を入札した場合、𝑗𝑗が𝑖𝑖から

受け取るサイドペイメントの額は以下となる。 

 
𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐𝑖𝑖

(𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 1) (2.10) 

一方、企業𝑖𝑖の勝利確率は以下のようになる。 

                                                   
4 証明は McAfee and McMillan (1992) を参照のこと。 
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 �
𝑛𝑛�𝑐𝑐̅ − 𝐵𝐵(𝑐𝑐𝑖𝑖)�

(𝑛𝑛 − 1)�𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐�
�
𝑛𝑛−𝑘𝑘

 (2.11) 

よって、企業𝑗𝑗にとってのサイドペイメントの期待値は、 

 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑐𝑐𝑗𝑗� = �
𝑛𝑛�𝑐𝑐̅ − 𝐵𝐵(ci)�

(𝑛𝑛 − 1)�𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐�
�
n−k c� − 𝑐𝑐𝑖𝑖

(𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 1) (2.12) 

となる。 

 次に、企業𝑗𝑗が談合を逸脱し、仮に企業𝑖𝑖よりもごく微小な数𝜀𝜀だけ低い価格を入札し、

余剰を総取りしようとすると仮定する。このとき、企業𝑗𝑗の期待利潤は以下のようにな

る。 

 𝐸𝐸𝜋𝜋�𝑐𝑐𝑗𝑗� = �
𝑛𝑛�𝑐𝑐̅ − 𝐵𝐵(ci)�

(𝑛𝑛 − 1)�𝑐𝑐̅ − 𝑐𝑐�
�
n−k

�𝐵𝐵�𝑐𝑐𝑗𝑗� − 𝑐𝑐𝑗𝑗� (2.13) 

企業𝑗𝑗が談合逸脱のインセンティブを持つのは𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑐𝑐𝑗𝑗� < 𝐸𝐸𝜋𝜋(𝑐𝑐𝑗𝑗)となるときである。整

理すると、以下の不等式がすべての𝑗𝑗について成立するときとなる。 

 𝑐𝑐𝑗𝑗 <
�(𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘) + 1�𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑐𝑐̅

(𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 1)  (2.14) 

 式(2.14)に注目すると、逸脱インセンティブの有無が両者のコストの差によって決

定されることがわかる。すなわち、両者の格差が十分に小さく、技術・施設規模的等

に差がない場合、逸脱インセンティブは増加し、談合は破られやすくなる。一方談合

メンバー内で明確にコスト差が存在する場合、逸脱インセンティブは弱まり、談合は

維持されやすい。 
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第３章 誘導型モデルによる非競争性についての実証分析 

 

 この章では、第２章でおこなった非競争性についての理論分析をふまえ、誘導型モ

デルを用いて、予定価格公表制の導入が競争性にどのような影響を与えるかについて

の実証分析を行う。誘導型とは、実態経済をモデル化した構造方程式から先決内生変

数と非説明変数以外の内生変数を消去した式のことであり、ゆえに誘導型においては、

被説明変数が内生変数、説明変数が外生変数となる。（本章に登場するモデルにおい

ては、入札額が被説明変数かつ内生変数、入札コスト要因が説明変数かつ外生変数と

なっている。）本章では、まず 3.1 節において、先行研究とした実証論文を紹介する。

次に 3.2 節で、次節 3.3 節での実証分析において使用したデータ・および分析モデル

について述べ、続く 3.3 節において実証の結果と考察について述べる。 

 

3.1 談合の検知に関する誘導型モデル 

 まず、先行研究として Porter and Zona (1993) において用いられた誘導型モデル

を紹介する。彼らが分析対象として用いたのは 1979 年から 1985 年にかけての、アメ

リカ、ナッソウ・サフォークにおいて、DOT（道路交通局）が主催した 116 件の公共

入札データである。地元紙によると、複数の入札業者が談合形成の疑いで摘発されて

いる。彼らは DOT が公開する入札データのみから、談合を検知するモデルを構築し、

実際に談合が形成されていたのかどうかを報道等と整合的に検知することを目的と

している。 

 Porter and Zona (1993) のモデルは、以下のように構成されている。まずオークシ

ョンは複数回私的価値 FPSB である。入札者はリスク中立であり、自分の入札コスト

（評価値）は把握しているが、他入札者の入札コストを観察することはできないと仮

定されている。したがって、競争状態の入札者は、自身の入札コストのみに基づき、

以下のように利潤関数を最大化することを目的とする。 

 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝜕𝜕

𝐸𝐸𝛱𝛱(𝑏𝑏) = (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖)𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑏𝑏) (3.1) 

ここで、𝑏𝑏は入札額、𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖は入札者𝑖𝑖が事業𝑡𝑡の施工に関し負う費用額、すなわち入札コス

ト、𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑏𝑏)は入札者𝑖𝑖の、事業𝑡𝑡に対する入札における勝利確率をそれぞれ表す。(3.1)式

の一階の条件から以下が得られる。 
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 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑏𝑏) + (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑏𝑏)
𝜕𝜕𝑏𝑏

= 0 (3.2) 

 (3.2)式を満たすような均衡入札額𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖は、定理 2.3 より一意的に定まり、また以下のよ

うに整理することができる。 

 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎(𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 (3.3) 

ここで𝛼𝛼𝑖𝑖は事業𝑡𝑡に関するオークションについて固有な効果、𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖は、入札コスト𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖に影

響を及ぼすと考えられる要素のベクトルである。𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖という先決内生変数を消去してい

ることに留意されたい。 

 上述のように、式(3.3)は競争状態において、つまり談合を形成していない状態を前

提としている。すなわち、入札額をコスト要因で GLS 回帰した場合、競争状態であれ

ばその結果は有意となると予想できる。一方で、談合が形成されている状態では、式

(3.3)が成り立つことは保障されない。Porter and Zona (1993) ではこの違いを利用し、

談合の形成が見られない入札者の集合を競争グループ、新聞の報道等から談合形成の

可能性を持つ入札者の集合を談合グループとして GLS 回帰をおこない、さらに両者

の係数に有意な差異が認められるかについてのテストをおこなっている。コスト要因

として挙げられている説明変数および GLS 回帰において予想される符号を表 3-1、両

グループの回帰結果を表 3-2 にそれぞれまとめた。 

 

表 3-1 説明変数と予想される符号 

𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡期に現行している DOT との契約業務の金額換算値 − 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 サンプル期間中の、入札者𝑖𝑖の𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎の最大値 − 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖 = (𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝)2  + 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖 ダミー変数（1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 = 0,  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 ≠ 0） − 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡期の稼働率。𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 − 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖)2  + 

𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 ダミー変数。島内の業者なら 1 をとる − 

出所：Porter and Zona (1993) より作成 
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表 3-2 GLS 回帰結果 

 全データ 競争グループ 談合グループ 

観測数 476 319 157 

Wald 統計量 21.9 494.7 28.4 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 −. 0053∗∗ −. 0973∗∗∗ . 1991∗ 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖 . 0358  . 1720∗∗∗ −.1143 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖 −.0010 −. 0178∗  

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 . 1666∗ −1.2691∗∗∗ 1.8225∗∗∗ 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 −. 4430∗∗ 4.8519∗∗∗ −2.9029∗∗∗ 

𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 −.0288 −. 0334∗  

(注) *:10%有意, **:5%有意, ***:1%有意を表している。 

出所：Porter and Zona (1993) より作成 

 表 2-1、表 2-2 を見ると分かるように、競争グループにおいては式(3.3)が成り立つ

と仮定された上での予想符号と一致している、つまり入札額はコスト要因に有意に影

響を受けている。一方談合グループにおいては、𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖および𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖を除いたすべ

ての変数において、予想符号と一致していない。この段階で、競争状態であるならば

入札は理論と整合的に入札コストに関して厳密に増加関数であるにも関わらず、談合

グループの入札額は、コスト要因では説明することができないと結論付けることがで

きる。 

 続いて Porter and Zona (1993) では、Chow テストによって両グループの回帰結果

から得られた係数に、有意に差異が認められるかどうかを検定している。結果を表 3-

3 に示す。 

 

表 3-3 Chow テストの結果 

統計量 9.38 >∗∗∗ 

自由度 (76,319) 

出所：Porter and Zona (1993) より作成 

 

表 3-3 より、両グループの回帰結果には有意に差異が認められる。つまり競争グル

ープと談合グループの間は、入札戦略に明らかな差がある。従って前述の結果と併せ

ると、談合グループに属する入札者は、明らかに競争状態ではない、つまり談合を形
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成している状態で入札に臨み、かつコスト要因以外を入札額決定の要因として考えて

いると結論付けることができ、談合の検知に成功している。 

 

3.2 分析に用いるデータ及びモデル 

 次節において分析に使用するデータは、2001 年 4 月から 2005 年 12 月にかけて、

沖縄県那覇市が公示・契約を行った入札のうち、建築分類に属する入札群である。那

覇市は同期間に大規模な再開発事業を行っており、一連の入札群はこの再開発に関連

するものである。琉球新聞によれば、2002 年 4 月から 2005 年度末にかけて、建築分

類のオークションのほぼ 100%で談合が形成されており、関連業者には課徴金支払い

命令が為された。そこで次節では、先行研究で紹介したモデルを参考に、那覇市が公

開する入札データを用いて、談合を報道、判決と整合的に検知することを目的として

推定を行う。 

 先行研究では同時期の入札者群を競争グループと談合グループに分類して分析を

行っていたのに対し、本論文の分析では 2001 年 4 月から 2002 年 3 月までの入札デ

ータを導入前グループ、それ以降の入札データを導入後グループと分類し、構造変化

が認められるかを検定することとする。区分の根拠は前述の公正取引委員会の発表に

加え、那覇市では 2002 年 4 月に予定価格公表制を導入したことである。第１章にお

いても述べたように、予定価格公表制は競争性を阻害する可能性があると指摘されて

いるため、これを根拠とすることとした。なお調達市場における制度変更に関する計

量分析として、Ohashi (2003) 等を参考とした。先行研究 Porter and Zona (1993) を

参考にし、分析に用いた変数および予想される符号を表 3-4 に示す。 
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表 3-4 変数と予想される符号 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 入札者 𝑖𝑖の事業𝑡𝑡のオークションに対する入札額

の対数値 

被説明変数 

𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡期に現行している那覇市との契約業務の金額換

算値 

− 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 サンプル期間中の、企業𝑖𝑖の𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎の最大値の対

数値 

− 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖 = (𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝)2  + 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖 ダミー変数（1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 = 0,  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 ≠ 0） − 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡期の稼働率。𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 − 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖)2  + 

 

次に導入前グループ、導入後グループの記述統計量をそれぞれ表 3-5、表 3-6 に示

す。 

 

表 3-5 導入前グループ記述統計量 

N = 363 中央値 標準偏差 最小値 最大値 

 lnbid1 16.74304 1.390529 13.99783 19.89887 

lnbacklog1 8.012397 1.461748 0 2.78 

 lncap1 1.369972 2.875124 0 10.3 

lncapsq1 4.490909 9.336266 0 29.9 

noback1 0.809917 0.3929078 0 1 

util1 0.005205 0.070141 0 1 

utilsq1 0.004933 0.0668243 0 1 
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表 3-6 導入後グループ記述統計量 

𝑁𝑁 = 885 中央値 標準偏差 最小値 最大値 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑2 17.32715 1.711113 14.7516 20.90058 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎2 7.402613 5.3000 0 6.140000 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝2 3.439312 4.086361 0 11.02557 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞2 10.86457 12.63311 0 31.26068 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘2 0.567232 0.495739 0 1 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙2 0.026116 0.156883 0 1 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞2 0.025267 0.155923 0 1 

 

 推定に用いるのは先行研究と同じ GLS 回帰および Chow テストである。次節にて

推定結果とその考察を述べる。 

 

3.3 推定結果および考察 

 まず導入前グループ、導入後グループの、GLS 回帰による推定結果をそれぞれ表

3-7、表 3-8 に示す。 

 

表 3-7 導入前グループ GLS 回帰結果 

 推定値 標準誤差 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝1 −0.49734∗ 11.24754 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞1 0.7513454∗ 5.608312 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘1 14.55155∗ 51.45513 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙1 −38.19724∗∗ 17.25715 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞1 40.09391∗∗ 18.14766 

 Wald 統計量 227.4 
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表 3-8 導入後グループ GLS 回帰結果 

 推定値 標準誤差 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝2 269.6705 138.5916 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑞𝑞2 −134.4171 69.29792 

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑘𝑘2 −1231.21 638.2892 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙12 −0.9910779 17.25715 

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞2 40.09391 3.954065 

 Wald 統計量 355.15 

  

2 つの推定結果表を参照するとわかるように、導入前グループは説明変数の係数の

符号が理論に基づいた予想と一致し、10%有意水準ではすべての係数が有意となって

いるのに対し、導入後グループにおける説明変数の係数の符号は理論と一致しない。 

さらに先行研究にならい、Chow テストを行った。結果を表 3-9 に示す。 

 

表 3-9 Chow テストの結果 

統計量 41.724 >∗∗∗ 

データ数 (363, 885) 

 

表 3-9 からわかる通り、導入前グループと導入後グループの推定結果の間には、有

意に際が認められる。以上の推定より、那覇市の再開発オークションについて、以下

の結果が得られたといえる。まず、予定価格公表制を導入した 2002 年 4 月以前と以

後では、構造変化が起こっている。次に 2002 年 4 月以前の入札額はコスト要因につ

いて単調増加するという前章で得た競争状態において成り立つ理論に従う結果であ

るのに対し、2002 年 4 月以降の入札行動は、コスト要因に基づいていない。したがっ

て、2002 年 4 月の予定価格公表制導入を境に、那覇市公共調達市場は有意に競争度を

下げている、つまり談合の形成が検知できる、と結論づけることができる。 

 予定価格公表制の問題点については第１章においても Ishii (2003) 等を紹介し述べ

たが、本実証の結果によっても、予定価格公表制が談合の形成を促したと結論付ける

ことができる。 
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第４章 非対称性についての理論分析 
  

本章は、第５章において行う非対称的な入札者を仮定した構造型モデルによる実証

分析のための理論的枠組みを得ることを目的とする章である。 

 

4.1 非対称性についての理論分析 

 本節では、Maskin and Riley (2000) に基づき、入札者の評価値𝑣𝑣𝑖𝑖の分布𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)が非対

称的である状況下での分析をおこなう。 

 

4.1.1 分析の枠組み 

 入札者 2 人、単一財単一回の FPSB および SPSB（２位価格封印入札）について考

える。独立私的価値オークション、入札者のリスク中立性、競争状態の３つの仮定は

保持されているとする。諸仮定より、ベイジアンナッシュ均衡が一意的に定まる。独

立詩的価値を仮定しているため、入札者の効用は以下であらわされる。 

 𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑏𝑏, 𝑣𝑣𝑖𝑖) = 𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑏𝑏 (4.1) 

ここで、評価値𝑣𝑣𝑖𝑖は入札者𝑖𝑖本人にとっては観察できる私的価値であるが、その他の入

札者からは観察することができず、累積密度関数𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)に従う確率変数であることのみ

既知であるものとする。𝑣𝑣𝑖𝑖の定義域は[𝛽𝛽𝑖𝑖  𝛼𝛼𝑖𝑖]であるとする。また、簡易化のため累積密

度関数𝐹𝐹𝑖𝑖(∙)は一様分布であることを仮定する。次に、2 人の入札者を S(strong), 

W(weak)の２つのタイプに分ける。ただし、タイプ S の入札者の累積密度関数𝐹𝐹𝑆𝑆(∙)は、

タイプ W の入札者の累積密度関数𝐹𝐹𝑊𝑊(∙)に対し一次確率優位であるとする。また、

Maskin and Riley (2003) より入札額は評価値についての定義域内で厳密に単調であ

るとする。 

以下、Maskin and Riley (2000) にならい、入札者が非対称的な状況を２つのケー

スに分けて考える。 

 

4.1.2 定義域が右にシフトしている場合 

 まず𝐹𝐹𝑠𝑠(∙)と𝐹𝐹𝑤𝑤(∙)の定義域幅は同じで、かつ𝐹𝐹𝑠𝑠(∙)が𝐹𝐹𝑤𝑤(∙)よりも𝑣𝑣軸上で右にあるような

状態を考える。 

 具体的に、以下のような設定を考える。𝐹𝐹𝑤𝑤(∙)の定義域を[0, 1]、𝐹𝐹𝑠𝑠(∙)の定義域を[2, 3]
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とする。このとき、入札者 S にとっての目的関数は以下のようになる 

 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝜕𝜕

𝑏𝑏(𝑣𝑣𝑆𝑆 − 𝑏𝑏) (4.2) 

これを解き、さらに入札者 W の最適戦略を考慮すると、均衡は一意に定まり、 

 (𝑏𝑏𝑆𝑆∗,𝑏𝑏𝑊𝑊∗ ) = (1,𝑣𝑣𝑊𝑊) (4.3) 

となる。 

 このとき、FPSB におけるオークション主催者側の期待収入は𝑏𝑏𝑠𝑠∗ = 1となる一方で、

SPSB における期待収入は以下のようになる。 

 𝐸𝐸{𝑣𝑣𝑤𝑤} =
1
2
 (4.4) 

この設定は一般化することができ、従って少なくとも評価値分布の定義域が右にシフ

トするような場合、収入同値定理は成り立たないことがわかる。 

 

4.1.3 定義域が拡張されている場合 

次に、𝐹𝐹𝑠𝑠(∙)の定義域が、𝐹𝐹𝑤𝑤(∙)の定義域に対して変換により拡張されているような状

態を考える。具体的に、𝐹𝐹𝑤𝑤(∙)の定義域が[0, 1
1+𝑧𝑧

]、𝐹𝐹𝑠𝑠(∙)の定義域が[0, 1
1−z

]であるとする。

ただし𝑧𝑧 > 0である。 

 このとき、均衡入札額は以下を満たすような𝑏𝑏となる。 5 

 (𝑏𝑏𝑆𝑆∗,𝑏𝑏𝑊𝑊∗ ) = (
2𝑏𝑏

1 − 𝑧𝑧(2𝑏𝑏)2 ,
2𝑏𝑏

1 + 𝑧𝑧(2𝑏𝑏)2) (4.5) 

このとき、FPSB における期待収入額は 

 
(1− 𝑧𝑧2)(2𝑏𝑏)2

1 − 𝑧𝑧2(2𝑏𝑏)4  (4.6) 

となる。 

一方で、SPSB における期待収入額は 

 2𝑏𝑏 − (1 − 𝑧𝑧)𝑏𝑏2 (4.7) 

となる。ここで𝑧𝑧 > 0より、4.1.2 節における結果と同様に、FPSB における期待収入額

が SPSB における期待収入額を上回ることとなる。 

                                                   
5 証明は Maskin and Riley (2000) を参照されたい。 
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この設定は一般化することができ、従って、評価値分布が拡張されるような場合に

おいても、収入同値定理は成り立たたず、主催者の期待収益という観点においては、

FPSB が SPSB よりも好ましいといえる。 
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第５章 構造型モデルによる非対称性についての実証分析 
 

本章では、第４章での非対称性についての理論分析をふまえ、入札者の非対称性に

焦点をあてた実証分析を行う。まず分析に先立ち、5.1 節において分析モデルの基本

的な枠組みを Guerre, Perrigne and Vuong (2000) に基づいて紹介し、その後 5.2 節

では分析モデル内で必要とされるカーネル法について説明をおこなう。続く 5.3 節で

は 5.1 節で説明する Guerre, Perrigne and Vuong (2000) のモデルを土台とし、入札

者の非対称性およびセミパラメトリック手法を取り入れた Athey, Levin and Seira 

(2004) を先行研究として紹介する。最後に 5.4 節と 5.5 節で、それぞれ実証分析にお

いて使用したデータについての説明と、実証結果およびその考察を行う。 

 

5.1 構造型モデル 

 ここでは、Guerre, Perrigne and Vuong (2000) に基づき、入札者の非対称性を考

慮した構造型モデルを紹介する。 

 

5.1.1 分析の枠組み 

 前章で紹介した Maskin and Riley (2000) において用いられた枠組みに加え、

Guerre, Perrigne and Voung (2000) においては予定価格（留保価格）𝑝𝑝0が設定され

る。単一財単一回オークションにおいて、最高入札額が予定価格を下回る場合、契約

は成立しないものとする。予定価格p0は、慣例的に[𝑣𝑣, �̅�𝑣]の範囲に設定される。Riley and 

Samuelson (1981) によれば予定価格が存在した上でもベイジアンナッシュ均衡が一

意に定まることが証明されており、均衡入札額は予定価格𝑝𝑝0を考慮し、以下のように

定まる。 

 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑙𝑙(𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝐹𝐹, 𝐼𝐼,𝑝𝑝0) = 𝑣𝑣𝑖𝑖 −
1

�𝐹𝐹(𝑣𝑣𝑖𝑖)�
𝐼𝐼−1 � �𝐹𝐹(𝑢𝑢)�𝐼𝐼−1

𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑝𝑝0
𝑑𝑑𝑢𝑢 (5.1) 

さらに１階の条件より、入札者の戦略関数𝑙𝑙(𝑣𝑣𝑖𝑖)は以下のようにあらわせる。 

 1 = �𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑙𝑙(𝑣𝑣𝑖𝑖)�(𝐼𝐼 − 1)
𝑖𝑖(𝑣𝑣𝑖𝑖)
𝐹𝐹(𝑣𝑣𝑖𝑖)

1
𝑙𝑙′(𝑣𝑣𝑖𝑖)

  (5.2) 

 さらに、戦略関数𝑙𝑙(𝑣𝑣𝑖𝑖)の単調性から、逆戦略関数 

 𝑙𝑙−1(∙,𝐹𝐹, 𝐼𝐼, 𝑝𝑝0) (5.3) 



26 
 

が存在する。 

 

5.1.2 識別問題 

次に識別問題について説明する。識別問題とは、相互依存関係にある複数の経済変

数であらわせる構造方程式において、係数が一意に定まらない可能性のことであり、

構造型推定においてしばしば発生する。しかし、Guerre, Perrigne and Voung (2000) 

によると、前項のような枠組みにおいては、未知の構造型パラメータを１つに絞るこ

とができると述べられている。以下概要を説明する。 

 均衡入札額𝑏𝑏の累積密度関数を𝐺𝐺(𝑏𝑏)、密度関数を𝑎𝑎(𝑏𝑏)とおく。戦略関数𝑙𝑙(𝑣𝑣𝑖𝑖)の単調性

から、 

 𝑣𝑣 = 𝑙𝑙−1 (𝑏𝑏) (5.4) 

と求めることができる。さらに、 

 
𝑎𝑎(𝑏𝑏)
𝐺𝐺(𝑏𝑏) =

1
𝑙𝑙′(𝑣𝑣)𝑖𝑖(𝑣𝑣)/𝐹𝐹(𝑣𝑣) (5.5) 

とあらわせる。 

 このとき、式(5.5)を書き換え、 

 𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝜉𝜉(𝑏𝑏𝑖𝑖 ,𝐺𝐺, 𝐼𝐼) = 𝑏𝑏𝑖𝑖 +
1

𝐼𝐼 − 1
𝐺𝐺(𝑏𝑏𝑖𝑖)/𝑎𝑎(𝑏𝑏𝑖𝑖)  (5.6) 

式(5.6)より、個人の評価値𝑣𝑣𝑖𝑖は、均衡入札額𝑏𝑏𝑖𝑖とその累積密度関数𝐺𝐺(𝑏𝑏𝑖𝑖)および密度関

数𝑎𝑎(𝑏𝑏𝑖𝑖)から一意的に求めることができることがわかる。以上から推定をいくつかの段

階に分けることによって、識別問題は解決される。 6 

 

5.1.3. 推定方法 

次に、構造型推定手法について述べる。Guerre, Perrigne and Vuong (2000) では、

評価値分布の推定までを３つの段階に分けて行っている。 

まず、第一段階では入札額累積密度関数・密度関数の推定をおこなう。前項で述べ

たように、入札者の評価値𝑣𝑣𝑖𝑖を、均衡入札額𝑏𝑏𝑖𝑖およびその累積密度関数・密度関数から、

逆関数的に求めるためである。入札額累積密度関数・密度関数は、データ数や母集団

仮定の問題等から、しばしば後述するノンパラメトリックな手法によって推定される。

                                                   
6 識別問題の詳細な説明は Guerre, Perrigne and Vuong (2000) を参照されたい。 
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Guerre, Perrigne, and Vuong (2000) においてもカーネル法と呼ばれるノンパラメト

リックな手法を用いて、複数回オークションにおける入札額累積密度関数および密度

関数を以下のように推定する。 

 𝐺𝐺�(𝑏𝑏) =
1
𝐼𝐼𝐼𝐼
��𝐼𝐼(𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝 ≤ 𝑏𝑏)

𝐼𝐼

𝑝𝑝=1

𝐿𝐿

𝑝𝑝=1

 (5.7) 

 
𝑎𝑎�(𝑏𝑏) =

1
𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ

��𝐾𝐾𝑔𝑔(
𝑏𝑏 − 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝
ℎ𝑔𝑔

)
𝐼𝐼

𝑝𝑝=1

𝐿𝐿

𝑝𝑝=1

 
(5.8) 

ただし、𝐼𝐼 = 1,2, … ,𝑝𝑝, … , 𝐼𝐼は可能性入札者、𝐼𝐼 = 1,2, … , 𝑙𝑙, … , 𝐼𝐼はオークションの番号を表

す。𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝はオークション𝑙𝑙における入札者𝑝𝑝の入札額であり、Riley and Samuelson (1981)

より、観察された入札額は一意的に定まった均衡入札額であるとみなすことができる。 

次に、第２段階目では、第１段階で得られた入札額累積密度関数および密度関数を

擬似データとし、個人の評価値𝑣𝑣𝑖𝑖を以下のように推定する。 

 𝑉𝑉�𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝 +
1

𝐼𝐼 − 1
𝐺𝐺�(𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝)/𝑎𝑎�(𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝) (5.9) 

最後に第３段階目では、第２段階で得た推定値𝑉𝑉�𝑝𝑝𝑝𝑝を擬似データとみなし、再度カー

ネル法を用いるによって推定留保価格密度関数𝑖𝑖(𝑣𝑣)を以下のように求める。 

 𝑖𝑖(𝑣𝑣) =
1
𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ

��𝐾𝐾𝑓𝑓(
𝑣𝑣 − 𝑉𝑉�𝑝𝑝𝑝𝑝
ℎ𝑓𝑓

)
𝐼𝐼

𝑝𝑝=1

𝐿𝐿

𝑝𝑝=1

 (5.10) 

 なおカーネル法については次節で詳細に説明をおこなうこととする。 

 

5.2 カーネル法 

 カーネル法は前述の通り、ノンパラメトリックに確率密度関数を推定する手法のう

ちの一つである。ここでは Paggan and Ullah (1999) にならい、まずノンパラメトリ

ック推定手法の土台となるヒストグラム法を紹介し、その後ヒストグラム法の改善例

として、カーネル法を紹介する。 

 

5.2.1 ヒストグラム法 

 連続確率変数𝑋𝑋の確率密度関数を、観測データ𝑚𝑚𝑖𝑖(𝑖𝑖 = 1,2, . ,𝑛𝑛)から推定する場合を考

える。ヒストグラム法では、まず幅ℎを設定し、観測データ𝑚𝑚𝑖𝑖がある観測点𝑚𝑚を基準と

して[−h
2

+ 𝑚𝑚, ℎ
2

+ 𝑚𝑚]の範囲に入っていれば 1 をとるような指示関数を下のように定義す

る。 
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𝐼𝐼 �−

1
2
≤
𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
ℎ

≤
1
2
� = �1    𝑖𝑖𝑖𝑖

0   𝑖𝑖𝑖𝑖   
(5.11) 

ヒストグラム法では、上記の指示関数𝐼𝐼を用いて、密度を全データ数に対する観測点𝑚𝑚

周りでの観測数の割合として、密度関数を以下のように定義する。 

 𝑖𝑖(𝑚𝑚) =
1
𝑛𝑛ℎ

�𝐼𝐼(−
1
2
≤
𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
ℎ

≤
1
2

)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (5.12) 

 

5.2.2 カーネル法 

ヒストグラム法は簡易ではあるが、推定密度関数は階段状になってしまい、微分不

可であるという問題点を持つ。今回おこなう構造型実証分析においては逆関数の成立

が不可欠であるため、密度関数は単調である必要性がある。そこで、この問題を解決

するためにカーネル法を用いる。カーネル法においては、まず指示関数𝐼𝐼に代わるカー

ネル関数𝐾𝐾を定義する。カーネル関数𝐾𝐾は、以下の条件を満たす必要がある。 

条件１ 観測データ𝑚𝑚𝑖𝑖(𝑖𝑖 = 1,2, . . ,𝑛𝑛)は互いに無相関である 

条件２ カーネル関数𝐾𝐾は軸に対して対称かつ以下を満たす 

 ∫ 𝐾𝐾(𝜓𝜓)𝑑𝑑𝜓𝜓 = 1 (5.13) 

 ∫ 𝜓𝜓2𝐾𝐾(𝜓𝜓)𝑑𝑑𝜓𝜓 = 𝜇𝜇 ≠ 0 (5.14) 

 ∫ 𝐾𝐾2(𝜓𝜓)𝑑𝑑𝜓𝜓 < ∞ (5.15) 

条件 3 カーネル関数𝐾𝐾によって推定された密度関数𝑖𝑖の２回微分が連続関数となる 

条件 4 幅ℎが以下を満たす 

 𝑛𝑛 → ∞ ⇒ ℎ → 0 (5.16) 

 𝑛𝑛 → ∞ ⇒ 𝑛𝑛ℎ → ∞ (5.17) 

カーネル法では、以上の条件を満たすカーネル関数𝐾𝐾を用いて、推定密度関数を以

下のように定義する。 

 
𝑖𝑖(𝑚𝑚) =

1
𝑛𝑛ℎ

�𝐾𝐾(
𝑚𝑚 − 𝑚𝑚𝑖𝑖
ℎ

)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(5.18) 

 Asker (2010) では、カーネル法を用いて表 5-1 のようなカルテル内競争入札におけ

る入札額の密度関数推定をおこなっている。 
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表 5-1 カーネル法による推定入札額密度関数 

 
（注）薄い実線が観測データからカーネル法によって推定した密度関数、

濃い実線が擬似サンプルから推定した密度関数 

出所：Asker (2010) 

 

ただし、カーネル法によって推定された密度関数𝑖𝑖には、以下のようなバイアスが発生

している。 

 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑎𝑎𝑙𝑙�𝑖𝑖� = 𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝑖𝑖 = ∫ 𝐾𝐾(𝜓𝜓)[𝑖𝑖(ℎ𝜓𝜓 +) − 𝑖𝑖(𝑚𝑚)]𝑑𝑑𝜓𝜓 (5.19) 

 また、分散は以下のようになる。 

 𝑉𝑉�𝑖𝑖� =
1
𝑛𝑛ℎ

∫ 𝐾𝐾2(𝜓𝜓)𝑖𝑖(ℎ𝜓𝜓 + 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝜓𝜓 −
1
𝑛𝑛
�∫ 𝐾𝐾(𝜓𝜓)𝑖𝑖(ℎ𝜓𝜓 + 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝜓𝜓�2 (5.20) 

 

5.3 先行研究 

本項では、次節以降にておこなう実証分析において、先行研究とした Athey, Levin 

and Seira (2004) を紹介する。前述の通り Athey, Levin and Seira (2004) は 5.1 節

において紹介した Guerre, Periggne and Vuong (2000) の構造型モデルを基にしてい

るが、第１段階の推定をノンパラメトリック手法ではなく最尤法推定でおこなってお

り、さらに入札者の非対称性を分析モデルに組み入れている。本節では、まず 5.3.1 項
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において特に Guerre, Periggne and Vuong (2000)との相違点および追加点に焦点を

あてつつ分析モデルの枠組みを紹介し、次に 5.3.2節において実証の結果を紹介する。 

 

5.3.1 分析の枠組み 

Athey, Levin, and Seira (2004) では、複数回木材調達オークションにおいて、入

札者を保持施設等のデータによって強いタイプ(Mills)と弱いタイプ(Loggers)の２つ

のタイプに分類している。両者の評価値について、以下が成り立つと仮定する。 

 
𝑖𝑖𝑀𝑀(𝑣𝑣)
𝐹𝐹𝑀𝑀(𝑣𝑣) ≥

𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑣𝑣)
𝐹𝐹𝐿𝐿(𝑣𝑣) (5.21) 

まず、第一段階では𝑘𝑘 = 𝐼𝐼,𝑀𝑀に対し、Guerre, Perrigne and Vuong (2000)に付け加

えて他タイプの参入ダミーなどを加え、以下のように 

 𝐺𝐺𝑘𝑘(𝑏𝑏|𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁,𝑛𝑛) = 1− exp (−𝑢𝑢 �
𝑏𝑏

𝜆𝜆𝑘𝑘(𝑋𝑋,𝑁𝑁,𝑛𝑛)�
𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑛𝑛)

 (5.22) 

として入札額累積密度関数𝐺𝐺(𝑏𝑏)を推定している。ここで、𝑋𝑋は入札参加者、観測者両名

に観察可能なオークション固有の要素、𝑢𝑢は入札参加者のみに観察可能であり、観測者

からは観察できないオークション固有の要素を指す。𝑁𝑁,𝑛𝑛はそれぞれ可能性入札者、実

測入札者であるが、強いタイプに関しては、 

 𝑁𝑁𝑀𝑀 = 𝑛𝑛𝑀𝑀∗  (5.23) 

となることが仮定されている。また、𝜆𝜆𝐾𝐾(∙)は 

 𝑙𝑙𝑛𝑛𝜆𝜆𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝛽𝛽𝑋𝑋 + 𝑁𝑁𝛽𝛽𝑁𝑁 + 𝑛𝑛𝛽𝛽𝑛𝑛,𝑘𝑘 + 𝛽𝛽0,𝑘𝑘 (5.24) 

であらわされる関数で、𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑛𝑛)は 

 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝑛𝑛𝛾𝛾𝑛𝑛,𝑘𝑘 + 𝛾𝛾0,𝑘𝑘 (5.25) 

で表される。ただしパラメータ(𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝜃𝜃)は、尤度関数 

 

𝑙𝑙𝑛𝑛𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑛𝑛𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑖𝑖)𝑙𝑙𝑛𝑛𝜃𝜃 + 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙 �
1
𝜃𝜃

+ 𝑛𝑛𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑖𝑖� − 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙 �
1
𝜃𝜃
� 

+∑𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖
�
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖−1

) + �
1
𝜃𝜃

+ 𝑛𝑛𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑖𝑖� 𝑙𝑙𝑛𝑛 (1 + 𝜃𝜃∑�
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖
�
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

) 

(5.26) 

によって得られる。以上が第一段階であり、続く第二段階ではまず、上述のように推
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定された累積密度関数および密度関数をもちいて、すべての入札者の評価値を以下の

ように推定する。 

 
𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖(𝑏𝑏𝑖𝑖;𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁,𝑛𝑛) = 𝑏𝑏𝑖𝑖 +

1

∑
𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑏𝑏𝑖𝑖|𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁,𝑛𝑛)
𝐺𝐺𝑗𝑗(𝑏𝑏𝑖𝑖|𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁,𝑛𝑛)𝑗𝑗

 
(5.27) 

次に式(5.27)によって得られた推定評価値を擬似サンプルとし、評価値密度関数を以

下のようにおき、ノンパラメトリック手法を用いて推定する。 

 𝐹𝐹𝑘𝑘(𝑣𝑣|𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁) = 𝐺𝐺𝑘𝑘(𝜙𝜙𝑘𝑘−1(𝑣𝑣;𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁)|𝑋𝑋,𝑢𝑢,𝑁𝑁,𝑛𝑛) (5.28) 

 

5.3.2 実証結果 

 次に、Athey, Levin and Seira (2004)の実証結果の一部を紹介する。表 5-2 は第一

段階に使用されたデータの記述統計量を示している。 

 

表 5-2 記述統計量 

変数 中央値 標準偏差 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑣𝑣𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙 41.96 38.06 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙 278.86 85.36 

𝐼𝐼𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 112.85 40.48 

𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 127.41 34.47 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐻𝐻𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑙𝑙 0.54 0.23 

𝐷𝐷𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑙𝑙𝑎𝑎 0.10 0.12 

𝐸𝐸𝑎𝑎𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 0.14 0.35 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 0.95 0.21 

𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝑚𝑚𝑙𝑙 63.63 45.60 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙∗ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙 2.98 1.81 

出所：Athey, Levin and Seira (2004) より作成 

 

 以上のようなデータをもとに、第一段階の推定を行っている。第一段階の推定結

果を表 5-3 にまとめた 
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表 5-3 第一段階推定結果 

 係数 標準偏差 

𝐼𝐼𝑛𝑛 (𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑣𝑣𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙) 0.42 0.04 

𝐼𝐼𝑛𝑛 (𝐸𝐸𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙) −0.01 0.02 

𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙) 0.44 0.14 

𝐼𝐼𝑛𝑛 (𝐼𝐼𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙) −0.44 0.14 

𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙) 0.00 0.02 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐻𝐻𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑙𝑙 −0.10 0.11 

𝐷𝐷𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑙𝑙𝑎𝑎 −0.96 0.31 

𝐸𝐸𝑎𝑎𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 −0.05 0.05 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 −0.05 0.05 

𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝑚𝑚𝑙𝑙) −0.08 0.03 

𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑁𝑁𝐹𝐹 0.14 0.06 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 0.27 0.03 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙∗ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑙𝑙 −0.06 0.07 

出所：Athey, Levin, and Seira (2004) より作成 

 

上記の第一段階の推定結果をもとに、第二段階として、式(5.27)にしたがい入札者の

評価値を推定している。最後に第二段階で得た推定評価値を用いて、カーネル法によ

り評価値密度関数を推定している。図 5-4 は、第一段階において得られた推定入札額

密度関数と、第三段階によって得られた推定評価値密度関数である。なお左縦軸が入

札額、右縦軸が評価値密度をあらわしている。 
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図 5-4 推定入札額密度関数および推定評価値密度関数 

出所：Athey, Levin and Seira (2004) 

図 5-4 より、推定された評価値密度関数は、強いタイプ(M)の分布𝑖𝑖𝑀𝑀(∙)が、弱いタイ

プ(L)の分布𝑖𝑖𝐿𝐿(∙)に対し、縦に短く、横に長い形になっていることがわかる。 

 

5.4 分析に用いるデータおよびモデル 

 本節では、次節 5.5 節においておこなう実証分析において使用したデータについて

説明する。 

 使用するデータは 3.4 節、3.5 節と同じく沖縄県那覇市の公示・契約をする建築に

関する公共入札に関するデータであるが、こちらは 2008 年～2015 年の間に行われ

た 2467 件のオークションのうち、予定価格を決定するための事前入札に関するデー

タが公開されているオークションをデータ対象とする。3.4 節において述べたよう

に、公共入札に一般的な最低価格落札方式をとっている。先行研究である Athey, 

Levin, and Seira (2004) を参考に変数を作成した。表 5-5、表 5-6 はそれぞれ記述

統計量と変数の説明である。なお、強いタイプと弱いタイプの区別は、市が公表す

る契約事業者データに記載されている事業者規模や、3.3 節および 3.4 節において使

用した変数（𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝等）を考慮して行った。 
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表 5-5 変数の説明  

変数 説明 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑣𝑣𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙 那覇市が事前に公表する予定価格 

𝐶𝐶𝑙𝑙𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙 成立した契約額 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 強いタイプの入札者の入札コスト要因 

𝑊𝑊𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 弱いタイプの入札者の入札コスト要因 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑤𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘  事前入札に参加した弱いタイプの入札者数 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 入札対象事業の施工場所から、各入札者の持つ事業所まで

の輸送コスト 

 

ただし、両タイプの入札コスト要因は、市が公表する契約事業者データに記載さ

れている従業員規模、昨年度実績、事業所面積等に基づいて算出した。 

 

表 5-6 記述統計量 

 強いタイプ 弱いタイプ 

変数 中央値 標準偏差 中央値 標準偏差 

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑) 5.334 5.247 4.798 8.976 

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑣𝑣𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙) 4.858 14.178 4.391 7.455 

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝐶𝐶𝑙𝑙𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙) 5.290 9.280 4.9813 7.495 

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝐸𝐸𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙) 3.754 3.309   

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝑊𝑊𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙)   5.230 11.940 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑤𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘 2.720 6.831 3.584 18.661 

𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝑅𝑅𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙) 0.134 5.541 1.762 9.632 

 データ数 576 データ数 380 

 

5.5 推定結果および考察 

続いて、段階ごとの実証結果およびその考察について説明する。まず 5.5.1 項、

5.5.2 項において、Athey, Levin and Seira (2004) における第一段階、第三段階の推

定結果についてそれぞれ説明する。最後に 5.5.3 項において、得られた推定評価値密

度関数を用いて、現行の最低価格落札方式（FPSB 型）と SPSB 型オークションメ
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カニズムとの比較分析を行う。 

 

5.5.1 第一段階実証結果 

本項では、前節に記載したデータを用いて推定を行った第一段階の推定結果につい

て述べる。推定方法は Athey, Levin and Seira (2004) にならっている。以下、第一

段階の推定結果を表 5-7 に示す。 

  

表 5-7 第一段階推定結果 

強いタイプ 弱いタイプ 

変数 係数 変数 係数 

Reserve price 1.4544 Reserve price 2.02499 

Contracts 0.0202 Contracts −1.9802 

Strong costs 0.4141 Strong costs −0.22940 

Weak costs −0.6161 Weak costs 0.241598 

Potential weak 0.136 Potential weak 2.028 

Road costs 1.665 Road costs 0.353 

Wald 統計量 38.55 Wald 統計量 425.0 

 

5.5.2 第三段階推定結果 

 次に、第三段階の実証結果について述べる。ここでは、第一段階で得た推定入札

額密度関数𝐺𝐺�(∙)をもとに第二段階で算出した 7推定評価値𝑣𝑣�𝑖𝑖を擬似サンプルとし、そ

れをもとに推定留保価格密度関数を計算している。図 5-8、図 5-9 は、それぞれ強い

タイプと弱いタイプの推定留保価格密度関数をカーネル法で推定した結果である。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 第二段階における算出方法は Athey, Levin and Seira (2004) を参照した 
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図 5-8 強いタイプの推定評価値密度関数 
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図 5-9 弱いタイプの推定評価値密度関数 

 

 

図 5-8、図 5-9 から、強いタイプの推定評価値密度関数は、弱いタイプの推定評価

値密度関数に比べて、評価値軸上で左に存在することがわかる。この結果は、強いタ

イプは弱いタイプに対し、コスト額という観点で優位であるという分類と整合的であ

る。 

 

5.5.3 オークションメカニズム比較についての推定結果 

 最後に、第三段階において得られた評価値密度関数および観測データを用いておこ

なった、オークションメカニズムについての比較分析について説明する。ここでは、

観測データにおける契約額を FPSB 型メカニズムの（主催者である那覇市にとっての）

均衡コスト額とみなす。ここで、主催者コスト額とは、一般的なオークション理論に

おける収入額に対応するものだと留意されたい。一方、SPSB 型メカニズムについて

は、推定評価値密度関数に基づき、コスト額を 

 2𝑏𝑏(𝑣𝑣�𝑖𝑖)− �1− 𝜀𝜀(𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑗𝑗)�𝑏𝑏2 (5.29) 
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として算出する。 8ただし、𝜀𝜀(𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑗𝑗)は入札ごとの重みづけのための関数である。表 5-

10 は、上述の手法で得られた FPSB 型メカニズムにおける均衡コスト額の平均値と

SPSB 型メカニズムの推定コスト額の平均値の比較分析である。 

 

表 5-10 比較分析の結果 

 SPSB 型（推定値） FPSB 型（実測値） 

平均値 5.2921 5.0112 

（注）平均値をとる際に対数化をおこなった 

 

 表 5-10 から分かる通り、コスト額の平均値を期待コスト額の代替として考えると、

FPSB 型メカニズムにおける期待コスト額は、SPSB 型メカニズムにおける期待コス

ト額に比べ、低くなる傾向にある。これは、第４章においておこなった理論分析、お

よび公共入札において一般的に FPSB 型メカニズム（最低額落札方式型）がとられて

いることと整合的な結果と言える。Athey, Levin, and Seira (2004) において分析対

象とされた一連の調達オークションでは、州の判断に準じてオークション方式を採択

することが許されていた。対して本章の実証分析では、FPSB 型オークションを採択

している那覇市単一での分析であったため、FPSB 型の採択についてこれ以上の実証

分析を行うことはできない。しかし、第１章においても述べたように、国内の公共入

札市場において一般的に FPSB 型が採択されていることなどからも、主催者側のコス

ト額という観点にたつと、FPSB 型が好ましいオークション方式であることは裏付け

られうると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 設定に際しては、Maskin and Riley (2000) を参考とした。 
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結論 
 

本論文は、収入同値定理成立のために必要な諸仮定について分析することをテーマ

とし、大きくわけて２つの分析を行った。 

まず第２章では非競争性についての理論分析を McAfee and McMillan (1992) に基

づいておこない、第３章においてそれに関連する実証分析を Porter and Zona (1993) 

等に基づいて行った。具体的には沖縄県那覇市が 2002 年に行った予定価格公表制の

導入をめぐる構造変化推定を行い、結果として予定価格公表制導入を境に談合が形成、

つまり競争性が損なわれたという結論が得られた。 

続いて、第４章・第５章では、入札者それぞれがもつ留保価格が非対称的であると

いう仮定に基づき、理論分析、実証分析を行った。Maskin and Riley (2000) から、

入札者が非対称的であるとき、売り手の収入はオークションタイプに依存するとすで

に４章で述べたが、Guerre, Perrige, and Vuong (2000) 、Athey, Levin, and Seira 

(2004) 等を参考に行った５章での実証結果は４章での理論分析と整合的なものとな

り、那覇市で現在採択されている最低額落札方式は、買い手である那覇市にとっての

契約コスト額という観点においては、（単一財オークションメカニズムの中では）好

ましいメカニズムであると結論付けられた。 

 両実証分析を通し、現在那覇市でとられている最低額落札制・予定価格公表制は、

第１章等で述べたように社会厚生上の長所を持ち、さらに主催者側である那覇市にと

っては、メカニズムによって契約コストを抑えることに一定の成功が見られる一方、

談合の形成を招きやすいといった問題点も存在することを本論文の結論として述べ

たい。 

 那覇市は、2005 年に 2002 年度から始まり長期に渡った大規模談合が摘発されて以

降、県外入札者の参入障壁を取り除くといった改善案をたててきた。今後もそのよう

な形で、現行の最低額落札制・予定価格公表制を補強するような改善案を実行し、社

会厚生的に好ましい環境づくりを目指すことが望ましいと言えるだろう。 
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おわりに 
 

 締め切りぎりぎりにこのページを執筆していると、なぜもっと早くとりかからなか

ったのか、なぜ直前の体調悪化を想定していなかったのか、なぜ中間提出のあとに帰

省して遊んだのか・・・数え上げるときりがないほどの反省事項が出てくる。比較的

早めに卒論にとりかかり、データの手に入りやすさ等を考慮して慎重にテーマを選び、

プランをたて、参考書で基礎的な部分を勉強し、簡易モデルで仮実証してと、夏合宿

の前までは順調に進んでいたように思うが、その後は何回方向を修正したのかもう記

憶が曖昧になるほど、悩み悩みなんとかここまでたどり着いたような状態であった。

特に密度関数推定は授業やゼミで一度も触れたことのない分野で、未知の分野につい

て新たに学び、自分の中で消化し、それを形にするという作業がいかに大変なものな

のかを痛感させられた。 

 しかし一方で、一つの論文を書き上げることができたことに達成感も大いに感じて

いる。石橋ゼミに 2 年間所属し、勉強してきたことを活かして書ききることができた。

特に（出来はともかく）構造型での実証分析ができたことと、三田論で競争政策パー

トに所属していたことから、卒論のテーマを公共入札という競争政策寄りのものにつ

なげられたことには個人的に満足している。 

 ゼミに入った当初は、それまで見たこともなかった厚さの洋書を持ち帰りながら、

これは大変なところに来てしまったぞと思っていた。実際、ゼミでの発表や三田論、

卒論が辛いな、もう無理かもしれないなと思うことも何度もあった。そのたびに、周

りの人に支えられてここまで来ることができたと思う。幾度となく相談にのってくれ

た先輩方、コメンテーターをしてくれた後輩、質問に快く応えてくださった先生方、

実証データの公開に協力してくださった石井先生、同じくデータの公開にご協力いた

だいた那覇市役所様、2 年間一緒に頑張ってきた同期に、この場を借りて感謝を示し

たい。ありがとうございました。 

そして、何よりも一番親身になってご指導してくださった石橋先生。思えば石橋先

生の日吉のミクロ初級を受け、講義の面白さ、丁寧さに惹かれたことがこのゼミを志

望するきっかけだった。その印象からなんら変わることなく、三田論、卒論と熱心に

ご指導いただけたことは、大学生活において本当に貴重な経験となりました。本当に

ありがとうございました。 


